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主 要 判 決 全 文 紹 介

【本稿の概要】

　補正・訂正・分割要件については、除くクレームの訂正を認めて29条の２違反無しとした無効審判請
求を不成立とした審決を維持した知財高判大合議平成18年（行ケ）第10563号「ソルダーレジスト」事件
が、「『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合す
ることにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、
新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲
内において』するものということができる。」という規範を定立した。この規範は、除くクレームに限ら
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All for Our Clients

住 友 特 許 事 務 所
すべてはクライアントのために

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「流体圧シリンダ及びクランプ装置」事件－補正により削除された事項が、発明の課題解決のため
の主たる手段であった。⇒新規事項追加（補正×）と判断された事例。）［上］（全２回）

−平成31年（行ケ）第10026号、令和元年12月11日判決言渡（鶴岡裁判長）−


